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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第79期

第１四半期連結累計期間
第80期

第１四半期連結累計期間
第79期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 （千円） 3,582,201 4,147,619 19,677,484

経常利益又は経常損失（△） （千円） △123,874 △186,736 896,440

親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属す

る四半期純損失（△）

（千円） △103,097 △155,633 395,337

四半期包括利益又は包括利

益
（千円） 15,139 △26,143 968,203

純資産額 （千円） 13,781,291 14,386,455 14,767,683

総資産額 （千円） 22,718,727 25,146,564 25,530,752

１株当たり当期純利益金額

又は四半期純損失金額（△

）

（円） △12.08 △18.15 46.20

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 57.0 53.4 54.1

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第79期第１四半期連結累計期間及び第80期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。また、第79期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

４　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結累

計期間より、「当期純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失」としております。

 

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社チノー(E02286)

四半期報告書

 2/19



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、円安及び原油安を背景に輸出企業を中心として緩やかな回復基調

で推移しましたが、今後は原材料価格の上昇などの影響が懸念されます。海外においては、米国が堅調な回復を

見せる一方、欧州におけるギリシャの債務問題や中国の景気減速懸念など不透明な状況が継続しました。

この様な状況のなかで当社グループは、昨年度スタートした「中期経営計画」の施策を確実に実行し、来るべ

き「水素社会」に対応した新商品開発と新需要の開拓に注力すると共に、販売・サービスの一体営業による新規

顧客の拡大による需要増を目指しております。海外においてはインド、韓国、中国等において地産地消を進める

べく、現地生産・販売・サービス体制の拡充を図っており、現地適合商品を順次市場投入して成果を見せつつあ

ります。

当第１四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注高は5,143百万円（前年同四半期比10.0％増）、

売上高は4,147百万円(前年同四半期比15.8％増)となりました。利益面につきましては営業損失224百万円（前年

同四半期は営業損失150百万円）、経常損失186百万円（前年同四半期は経常損失123百万円）、親会社に帰属す

る四半期純損失155百万円（前年同四半期は親会社に帰属する四半期純損失103百万円）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①計測制御機器

売上高は1,579百万円(前年同四半期比5.5％減）、セグメント利益（営業利益）は155百万円（前年同四半期比

60.1％減）であります。

②計装システム

売上高は1,435百万円（前年同四半期比55.8％増）、セグメント利益（営業利益）は20百万円（前年同四半期

は営業損失146百万円）であります。

③センサ

売上高は990百万円（前年同四半期比23.6％増）、セグメント利益（営業利益）は168百万円（前年同四半期比

173.3％増）であります。

④その他

修理・サービス等の売上高は141百万円（前年同四半期比24.3％減）で、セグメント損失（営業損失）は17百

万円（前年同四半期は営業利益2百万円）であります。
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(2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて384百万円減少し、25,146百万円となり

ました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ417百万円減少し、15,544百万円となりました。主な増減は、現金及び預

金の増加421百万円、たな卸資産の増加330百万円、受取手形及び売掛金の減少1,423百万円等であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ33百万円増加し、9,601百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2百万円減少し、10,760百万円となりま

した。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ17百万円増加し、7,485百万円となりました。

固定負債は、長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、3,274百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ381百万円減少し、14,386百万円となり

ました。剰余金の配当300百万円による減少等の結果であります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

(4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は218百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,820,000

計 23,820,000

 

 

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成27年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成27年８月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,560,116 9,560,116
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は

100株であります。

計 9,560,116 9,560,116 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成27年４月１日～

平成27年６月30日
－ 9,560 － 4,292,027 － 4,017,909

 

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成27年３月31日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

平成27年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　983,400
－

－

完全議決権株式（その他） 普通株式　　8,513,700 85,137 －

単元未満株式 普通株式　　　 63,016 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 　　9,560,116 － －

総株主の議決権 － 85,137 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。

 

 

②【自己株式等】

平成27年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社チノー
東京都板橋区熊野町32番８号 983,400 － 983,400 10.28

計 － 983,400 － 983,400 10.28

　（注）他人名義で所有している理由等

 
 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人大手門会計事務所により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,249,631 3,671,204

受取手形及び売掛金 6,855,432 5,431,750

商品及び製品 1,455,943 1,536,795

仕掛品 1,626,014 1,877,807

原材料及び貯蔵品 2,102,106 2,099,927

その他 702,733 955,682

貸倒引当金 △29,402 △28,278

流動資産合計 15,962,460 15,544,888

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,967,677 2,934,912

その他 2,407,256 2,401,952

有形固定資産合計 5,374,933 5,336,865

無形固定資産   

のれん 226,065 213,520

その他 890,515 858,999

無形固定資産合計 1,116,580 1,072,520

投資その他の資産   

その他 3,090,304 3,205,822

貸倒引当金 △13,526 △13,531

投資その他の資産合計 3,076,778 3,192,290

固定資産合計 9,568,292 9,601,676

資産合計 25,530,752 25,146,564

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,704,557 3,394,909

短期借入金 2,116,234 2,131,626

未払法人税等 118,880 28,866

賞与引当金 494,207 240,649

役員賞与引当金 30,249 22,227

その他 1,004,333 1,667,633

流動負債合計 7,468,462 7,485,912

固定負債   

長期借入金 1,224,606 1,196,382

退職給付に係る負債 1,631,426 1,611,515

役員退職慰労引当金 214,275 223,844

その他 224,297 242,454

固定負債合計 3,294,606 3,274,197

負債合計 10,763,068 10,760,109
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,292,027 4,292,027

資本剰余金 4,072,140 4,050,640

利益剰余金 6,605,510 6,149,694

自己株式 △1,468,592 △1,469,054

株主資本合計 13,501,086 13,023,308

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 214,569 312,162

為替換算調整勘定 178,622 187,848

退職給付に係る調整累計額 △93,241 △87,382

その他の包括利益累計額合計 299,949 412,629

非支配株主持分 966,647 950,517

純資産合計 14,767,683 14,386,455

負債純資産合計 25,530,752 25,146,564
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 3,582,201 4,147,619

売上原価 2,521,718 3,075,499

売上総利益 1,060,482 1,072,119

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 472,101 505,885

賞与引当金繰入額 90,099 95,848

退職給付費用 35,769 31,760

役員退職慰労引当金繰入額 10,220 11,049

研究開発費 127,156 113,269

その他 475,202 539,028

販売費及び一般管理費合計 1,210,549 1,296,842

営業損失（△） △150,067 △224,723

営業外収益   

受取利息 4,884 5,765

受取配当金 15,260 16,283

売電収入 12,583 13,734

その他 24,460 22,439

営業外収益合計 57,188 58,223

営業外費用   

支払利息 2,008 3,721

金融関係手数料 3,534 3,026

売電費用 8,459 8,399

為替差損 11,356 －

その他 5,636 5,088

営業外費用合計 30,995 20,236

経常損失（△） △123,874 △186,736

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,769

固定資産売却益 59 557

特別利益合計 59 2,326

特別損失   

固定資産処分損 1,865 1,578

特別損失合計 1,865 1,578

税金等調整前四半期純損失（△） △125,680 △185,987

法人税等 △33,041 △37,343

四半期純損失（△） △92,639 △148,643

非支配株主に帰属する四半期純利益 10,457 6,989

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △103,097 △155,633
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △92,639 △148,643

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 67,293 97,593

為替換算調整勘定 27,091 19,047

退職給付に係る調整額 13,394 5,859

その他の包括利益合計 107,778 122,500

四半期包括利益 15,139 △26,143

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △11,156 △42,954

非支配株主に係る四半期包括利益 26,296 16,810
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に

対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年

度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企

業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連

結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変

更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるた

め、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替

えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び

事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末の資本剰余金が21,500千円減少しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　　売上債権遡及義務

　受取手形の一部を、債権流動化の目的で譲渡しております。その内、当社に遡及義務の及ぶ金額は、次のとお

りであります。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

 343,559千円 288,606千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

減価償却費 160,264千円 217,901千円

のれんの償却額 7,584 12,544
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月13日

取締役会
普通株式 300,310 7.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

　平成26年6月27日開催の第78回定時株主総会決議において、平成26年8月1日付で普通株式５株を１株の割合で株式併合

を行っておりますが、１株当たり配当額は当該株式併合が行われる前の配当額を記載しております。

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月14日

取締役会
普通株式 300,182 35.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

計測制御
機器

計装
システム

センサ 計

売上高       

外部顧客への売上高 1,671,452 921,246 801,982 3,394,681 187,519 3,582,201

セグメント間の内部売上高又
は振替高

- - - - - -

計 1,671,452 921,246 801,982 3,394,681 187,519 3,582,201

セグメント利益又は損失（△） 390,989 △146,787 61,507 305,709 2,961 308,671

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、修理・サービス等を含んでおりま

す。

　　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 305,709

「その他」の区分の利益 2,961

全社費用（注） △458,738

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △150,067

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

計測制御
機器

計装
システム

センサ 計

売上高       

外部顧客への売上高 1,579,351 1,435,483 990,861 4,005,696 141,922 4,147,619

セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － －

計 1,579,351 1,435,483 990,861 4,005,696 141,922 4,147,619

セグメント利益又は損失（△） 155,892 20,561 168,102 344,556 △17,067 327,488

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、修理・サービス等を含んでおりま

す。

　　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 344,556

「その他」の区分の利益 △17,067

全社費用（注） △552,212

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △224,723

（注）１　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２　販売費及び一般管理費に計上しておりました売電関係費用は前第３四半期連結累計期間より営業外費用に変

更いたしました。これに伴い、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報につきましても組替えを行って

おります。
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（有価証券関係）

　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

１．取引の概要

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称　アーズ株式会社

事業の内容　　　　　センサネットワーク製品開発・販売関連

（2）企業結合日

平成27年6月30日

（3）企業結合の法的形式

非支配株主からの株式の追加取得

（4）結合後企業の名称

結合後企業の名称に変更はありません。

（5）その他取引の概要に関する事項

資本関係をより強固なものとするため、非支配株主が保有する株式を取得したものであります。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平成25年９月13日）に基づき、非支配株主と

の取引として処理しております。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　現金及び預金21,500千円

取得原価　　　　　　　　　　21,500千円

なお、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日）等に基づき、追加取得持分と

追加投資額との間に生じた差額21,500千円は資本剰余金として処理しております

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △12円08銭 △18円15銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△103,097 △155,633

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純損失金額（△）       （千円）
△103,097 △155,633

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,532 8,576

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　平成27年５月14日開催の取締役会において、平成27年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期

末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 300,182千円

②　１株当たりの金額 35円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年６月29日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年８月７日

株式会社チノー

取締役会　御中

 

監査法人大手門会計事務所
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 植　木　暢　茂　　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 根　本　芳　男　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社チノー

の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平成27

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社チノー及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

 以　上

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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